
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

回覧 

西可児交番 

☎0574-65-3882 
 

５月２０日（土）は「交通事故死ゼロを目指す日」です 

運動の重点 

〇 こどもを始めとする歩行者の安全の確保 

〇 横断歩行者事故等の防止と安全運転意識の向上 

〇 自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 

 

第１項（新） 

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 

第２項（新） 

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットを

かぶらせるよう努めなければならない。 

第３項 

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を 

運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせ 

るよう努めなければならない。 

自転車の利用とヘルメットの着用はセット 

正しくかぶって安全に利用しよう！ 


